




 

埼玉県では、県内の全市町村と全保健所を対象に、乳児健診、1歳 6か月健診、3歳児健診

の事後措置の実施状況、及び未受診者の対策が行なわれているかをアンケートにより調査

した。 

 その結果、市では 70%がほぼ事後措置体制ができていると思われた。中でも出生数 1,000

～1,500 程度の中規模市の実施状況は良く、大都市や町村ではそれより劣る結果であった。

しかし現状の二次健診では専門性が低く、現代の子供が抱える多様な問題に総合的に対応

するためには、小児科医の他に、心理・言語療法等の専門家の参加が必要であろう。 

 未受診者については、手紙や訪問による把握に努められており、75%の市町村では、その

半数以上を把握していたが、大都市では低かった。 

 保健所が二次機能を持つことの重要性が示唆された。 

 障害児の把握にはボーダーラインケースのフォローが必要である。 同じ埼玉県内の大

都市である大宮市において、手紙による未受診者の把握を試みた。方法は簡単な質問紙を

返信用封筒とともに郵送したが、対象者 1,414名中、回答をよせたものは 546 名で、回答

率は 38.6%であった。その内訳は、一次 43.1%、二次 46.0%、三次 29,6%であった。回答の

あった 546名のうち、発達に問題ありと答えた児は28 名、5.1%と高く、未受診者のフォロ

ーの重要性が示された。 


